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南
越
前
町
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
に
伴
い
、
経
営
に
影
響
を
受
け
た
町
内
の
小
規
模

事
業
者
等
に
対
し
、
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
３
年
10
月
20
日
か
ら
は
、
支
給
対
象
者
を
拡
充

し
、
申
請
期
間
を
延
長
し
ま
し
た
。

支
給
対
象
者

左
記
の（
１
）（
２
）の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

（
１
） 

町
内
に
事
業
所
を
有
し
、
主
た
る
事
業
活
動
を
町

内
で
行
う
事
業
者
で
、
次
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
、
今
後
も
町
内
で
事
業
を
継
続
す
る

意
思
が
あ
る
こ
と
。

　
　
ア

 

個
人
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
町
内
で
主
に
事
業

を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

　
　
イ

 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
本
店
所
在
地
を
町
内
と
し

た
登
記
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
２
） 

国
も
し
く
は
福
井
県
か
ら
、
次
の
ア
〜
エ
の
い
ず

れ
か
の
給
付
金
等
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
。

 

ア
国
の
一
時
支
援
金

 

イ

 

福
井
県
版
持
続
化
給
付
金

﹇
拡
充
﹈ 

ウ
福
井
県
の
経
営
改
善
支
援
金

 

エ
福
井
県
の
中
小
企
業
者
等
事
業
継
続
支
援
金

給
　
付
　
額

　
給
付
額
は
、１
支
給
対
象
者
に
対
し
、１
回
限
り
10
万
円
。

※ 

既
に
町
の「
も
っ
と
応
援
給
付
金
」を
受
給
さ
れ
た
方
は
、

県
の
経
営
改
善
支
援
金
や
事
業
継
続
支
援
金
の
給
付
を
受

け
て
い
た
と
し
て
も
、
町
か
ら
の
追
加
の
給
付
は
あ
り
ま

せ
ん
。

申
請
手
続
き

（
１
） 

申
請
窓
口　
観
光
ま
ち
づ
く
り
課

（
２
）
申
請
方
法　

 

南
越
前
町
役
場
ま
で
郵
送
ま
た
は
、

観
光
ま
ち
づ
く
り
課
、
今
庄
・
河
野

事
務
所
に
、
申
請
書
お
よ
び
必
要
書

類
を
直
接
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

（
３
）
申
請
期
間　

 
令
和
４
年
２
月
15
日（
火
）ま
で﹇
延
長
﹈

（
４
） 

申
請
書
お
よ
び
必
要
書
類（
ア
と
イ
を
併
せ
て
ご

提
出
く
だ
さ
い
。）

　
　
ア

 

南
越
前
町
小
規
模
事
業
者
等
も
っ
と
応
援
給
付

金
申
請（
請
求
）書
兼
誓
約
書（
※
１
）と
給
付
金
の

振
込
先
預
金
口
座
の
通
帳
の
写
し

　
　
イ

 

国
も
し
く
は
福
井
県
か
ら
の
給
付
金
等
を
受
給

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
次
の
①
〜
④
の

い
ず
れ
か
の
書
類

　
　
　

  

①
国
の
一
時
支
援
金
の
給
付
通
知
書
の
写
し

　
　
　

  

② 

福
井
県
版
持
続
化
給
付
金
申
請
書
の
写
し
と
振

込
が
確
認
で
き
る
書
類（
通
帳
の
写
し(

※
２)

等
）

　
　
　

  

③ 

福
井
県
の
経
営
改
善
支
援
金
申
請
書
の
写
し

と
振
込
が
確
認
で
き
る
書
類（
通
帳
の
写
し

(

※
２)

等
）

　
　
　

  

④ 

福
井
県
の
中
小
企
業
者
等
事
業
継
続
支
援
金

申
請
書
の
写
し
と
振
込
が
確
認
で
き
る
書
類

（
通
帳
の
写
し(

※
２)

等
）

　
※
１　

 「
南
越
前
町
小
規
模
事
業
者
等
応
援
給
付
金
申

請（
請
求
）書
兼
誓
約
書
」は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
※
２　

 

通
帳
の
写
し
と
は
、
口
座
名
義
が
分
か
る
表
紙

及
び
給
付
金
の
振
込
が
確
認
で
き
る
部
分
の
写

し
で
す
。

■
問
合
せ

　
観
光
ま
ち
づ
く
り
課 

　
☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
２

南
越
前
町
小
規
模
事
業
者
等
も
っ
と
応
援
給
付
金
支
給
事
業

支
給
対
象
者
の
拡
充
と
申
請
期
間
延
長
の
お
知
ら
せ


